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JSGニュースレター 

「産業創新条例」が立法院を正式通過 

適用が 10 年延長に 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

台湾政府が優先的経済法案として掲げている「産業創新条例」の条文

の追加及び改正について、スマートマシン及び 5G（第 5世代移動通信シ

ステム）設備の投資税額控除の条文が立法院を正式通過（三読通過）し

たのに続き、6 月 21 日付でその他の改正条文も正式通過し、施行期間が

2029 年 12 月 31 日まで延長されました。研究開発に関する投資税額の

控除、エンジェル投資家等の優遇規定を除いた、租税優遇の主な事項に

ついては下表の通りです。 
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項目 優遇内容 

スマートマシン購入及び

5G（第 5 世代移動通信

システム）への投資に伴

う税額控除 

 （新規追加） 

 適用を受ける支出期間：2019年 1月

1 日から 2021 年 12 月 31 日まで 

（5G については、2022 年 12 月 31

日まで） 

 当該年度に適用できる支出金額の制

限：NTD100 万元から 10 億元まで 

 投資に伴う税額控除の算出方法につ

いては、次に掲げる二つのうちいず

れかを選択する 

 支出金額の5%を上限として、支

出年度の営利事業所得税から控

除する 

 支出金額の3%を上限として、支

出年度から3年にわたり営利事業

所得税から控除する 

 各年度の投資に伴う税額控除額は、

当年度に納付すべき営利事業所得税

額の 30%を上限とし、その他の投資

に伴う税額控除額と合計する場合

は、同 50%を上限とする。但し、そ

の他の法律の規定により、当年度が

最終控除年度であり、控除金額が制

限を受けない場合は、この限りでは

ない 

実質的な投資支出額を未

分利益の減算項目として

計上 （新規追加） 

 会社又はリミテッド・パートナーシ

ップが、2018 年度以降の未処分利益

を充当して、自らの生産又は営業に

供するために建築物、ソフト・ハー

ドウェア又は技術を建設又は購入す

る金額が一定の基準に達した場合、

当該金額を所得税法第 66の 9条に定

める未処分利益の減算項目として計

上することができる 



 当年度の利益が発生した翌年度から

起算して 3 年度以内の支出が適用を

受ける 

知的財産権の現物出資に

より取得した株式の課税

繰り延べ/個人の権利所

有者及び開発者の所得計

算面での優遇（改正） 

 

 技術の所有者または開発者が知的財

産権の現物出資により株式を取得し

た場合、当年度の所得に算入せず

に、将来の譲渡年度において譲渡価

格から関連コストを差し引いた金額

をもって所得を申告することができ

る 

 個人の技術所有者または開発者が取

得した株式の課税繰り延べ規定につ

いて、株式保有期間が 2 年以上であ

り、上記の知的財産権に関連する役

務を提供している等の一定の条件の

下、株式の取得時点または譲渡時点

のいずれか低い方の価格で所得を計

算し、所得税が課税されるため、課

税の優遇を受けることができる（改

正） 

従業員に対する株式報酬

に関する課税優遇（改

正） 

 1 人当たり毎年度 NTD500 万元を上

限として、従業員に対する株式報酬

について課税繰り延べの適用を選択

することができる 

 一定の条件を満たす従業員が勤続年

数 2 年以上の場合、株式の取得時点

または譲渡時点のいずれか低い方の

価格で所得を計算し、所得税が課税

されるため、課税の優遇を受けるこ

とができる 

 子会社（従属会社）が親会社（支配

会社）従業員に付与した株式報酬に

ついても適用を受けることができる

（改正） 

リミテッド・パートナー

シップによるベンチャー

事業のパススルー課税

（改正） 

 適用対象：2017 年 1 月 1 日から

2029 年 12 月 31 日までの間に設立

された、リミテッド・パートナーシ

ップによるベンチャー事業（改正） 



 一定の条件を満たすリミテッド・パ

ートナーシップのベンチャー事業

は、営利事業所得税が課されず、利

益の分配比率によりパートナーの営

利所得額を計算し、パートナーは所

得税法の規定により個人総合所得税

の課税を受ける 

 免税の証券取引所得部分について、

個人及び主たる事務所が台湾国外に

あるパートナーシップ（法人）は、

所得税の納付が免除される 

 新たに設立し、設立年度の払込出資

総額が NTD3 億元以上となる場合、

「決定出資総額」により、当年度に

おいてパススルー課税規定の適用を

受けるか否か査定する方法を選択す

ることができる（改正） 
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日商組新聞稿 

立法院三讀通過「產業創新條例」增修訂條文

並展延十年適用 

 

 

政府列為優先經濟法案的「產業創新條例」增修訂條文，立法院繼前日三

讀通過智慧機械及 5G 設備投資抵減條文後，於 6 月 21 日三讀通過其他增修

條文，並展延施行至 118 年 12 月 31 日，除維持研究發展支出投資抵減、天

使投資人等優惠規定外，相關增修租稅優惠表列如下。 

 
 

 

 
 
  

項目 優惠內容 

購置智慧機械及投資 5G

系統投資抵減 (新增) 

 適用支出期間：108.1.1-110.12.31 

(5G 至 111.12.31) 

 年度適用金額限制：100 萬元至 10 億

元 

 投資抵減稅額計算，二擇一： 

http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
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 在支出金額 5%內抵減當年度營所

稅 

 在支出金額 3%內抵減當年度起三

年內營所稅 

 各年度投資抵減金額，以不超過當年度

應納營利事業所得稅額 30%為限，若合

併其他投資抵減得抵減總額以不超過

50%為限。但依其他法律規定當年度為

最後抵減年度且抵減金額不受限制者，

不在此限。 

實質投資支出列為未分配

盈餘減除項目 (新增) 

 公司或有限合夥事業以 107 年度起之未

分配盈餘興建或購置供自行生產或營業

用之建築物、軟硬體設備或技術達一定

金額者，可列為計算所得稅法第 66 之

9 未分配盈餘減除項目。 

 於當年度盈餘發生年度之次年起 3 年內

支出適用。 

智財權入股緩課個人所有

權人及創作人股票擇低課

稅 (修訂) 

 技術股東或創作人因智財權入股取得股

票，得選擇當年度不計入所得課稅，嗣

轉讓年度按轉讓價格扣除相關成本申報

所得課稅。 

 個人所有權人或創作人取得股票緩課規

定，如符合持股達 2 年以上並提供與前

開智慧財產權相關服務等一定條件下，

得按取得股票或出售股票孰低價格計算

所得課徵所得稅，給予擇低課稅之優

惠。(修訂) 

員工獎酬股票擇低課稅 

(修訂) 

 每人每年 500 萬額度之員工獎酬股票得

選擇適用緩課。 

 符合一定條件員工在公司服務兩年以上

者，得按取得股票或出售股票孰低價格

計算所得課徵所得稅，給予擇低課稅之

優惠。 

 子公司發放母公司員工亦得適用。(修

訂) 

有限合夥創投事業穿透課

稅 (修訂) 

 適用對象：106.1.1-118.12.31 設立

之有限合夥創投事業(修訂) 

 符合一定條件之有限合夥創投不課營所

稅，依盈餘分配比率計算合夥人營利所

得額，由合夥人依所得稅法規定徵免所

得稅。 

 源自於免稅之證券交易所得部分，個人

及總機構在境外之法人合夥人，免納所

得稅。 

 新增設立當年度實收出資額達 3 億元以

上者，得選用「決定出資總額」來檢視

當年度是否符合適用透視課稅規定。(修

訂) 

 

 



 

 

 

   

 

日商組官方網站 

http://www.deloitte.com.tw/jsg/ 
 

  
 

 

 

About Deloitte   

Deloitte 泛指 Deloitte Touche Tohmatsu Limited (簡稱"DTTL")，以及其一家或多家會員所。每一個會員所均為 具有獨

立法律地位之法律實體。Deloitte("DTTL")並不向客戶提供服務。請參閱  www.deloitte.com/about 了解更 多。   

Deloitte 穩居業界領導者，為各行各業的上市及非上市提供審計、稅務、風險諮詢、財務顧問、管理顧問及其他相 關

服務。Fortune Global 500 大中，超過 80%的企業皆由 Deloitte 遍及全球逾 150 個國家的會員所，以世界級優 質專

業服務，為客戶提供因應複雜商業挑戰中所需的卓越見解。如欲進一步了解 Deloitte 約 286,000 名專業人士  

如何致力於”因我不同，惟有更好”的卓越典範，請參閱  www.deloitte.com 了解更多。   

About Deloitte Taiwan   

勤業眾信(Deloitte & Touche)係指 Deloitte Touche Tohmatsu Limited(“DTTL”)之會員，其成員包括勤業眾信 聯合

會計師事務所、勤業眾信管理顧問股份有限公司、勤業眾信財稅顧問股份有限公司、勤業眾信風險管理諮詢股 份有限公

司、德勤財務顧問股份有限公司、德勤不動產顧問股份有限公司、及德勤商務法律事務所。   

勤業眾信以卓越的客戶服務、優秀的人才、完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽。透過 Deloitte 資源整合，提

供客戶全球化的服務，包括赴海外上市或籌集資金、海外企業回台掛牌、中國大陸及東協投資等。   

本出版物係依一般性資訊編寫而成，僅供讀者參考之用。Deloitte 及其會員所與關聯機構(統稱“Deloitte 聯盟”) 不因

本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務。在做成任何決定或採取任何有可能影響企業財務或企業本身  的行動

前，請先諮詢專業顧問。對信賴本出版物而導致損失之任何人，Deloitte 聯盟之任一個體均不對其損失負任 何責任。 

   

© 2019. 勤業眾信版權所有 保留一切權利   

 

 

http://www.deloitte.com.tw/jsg/
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/

